
 

 

 

 

第二号議案 公益社団法人福岡県看護協会定款の変更(代議員制の導入)について 

 

正会員から選ばれる一定数の代議員をもって、総会の構成員とする「代議員制度」を導入するため、定款の一部を

下記のとおり変更するものです。また、ＩＴ化の流れを踏まえ、総会及び理事会の招集通知に電磁的方法を追加する

ものです。本議案の承認を受けた場合、主務官庁に定款の変更届を提出しますが、細部の字句修正を求められたとき

は、変更の趣旨を損なわない範囲でその対応を理事会に一任されるよう、併せて提案するものです。 

 

記 

 

１．変更の理由 

(1)代議員制度について 

総会は、協会の組織運営における最高意思決定機関です。毎年6月に、役員選挙、定款変更や決算の承認等、協

会運営の重要事項を決議します。感染症の流行や自然災害等が発生した危機的状況においても、安定的に総会を開

催し、的確かつ迅速に意思決定するため、代議員制を導入するものです。 

 

(2)総会及び理事会の招集通知方法について 

パソコンやスマートフォン等の普及に伴い、電子メールをはじめインターネットを使って情報を受信する方法が

進んでいます。現行の書面通知は継続しますが、迅速な通知を行う必要がある場合に備え、一般社団法人及び一般

財団法人に関する法律施行令(平成十九年政令第三十八号)に規定する電磁的方法の通知を導入するものです。 

 

２．定款の変更（案）  

（下線部分は変更箇所を示しております。） 

現行定款 変更案 提案説明 

目  次 

第１章  総則（第１条－第２条） 

第２章  目的及び事業（第３条－第４

条） 

第３章  会員（第５条－第１１条） 

 

（新設） 

 

第４章  総会（第１２条－第１９条） 

第５章  役員等（第２０条－第３１

条） 

第６章  理事会（第３２条－第３８

条） 

第７章  職能委員会（第３９条） 

第８章  委員会（第４０条） 

第９章  事務局（第４１条） 

第１０章 支部等（第４２条） 

第１１章 資産及び会計（第４３条－第

５０条） 

第１２章 定款の変更、合併及び解散等

（第５１条－第５５条） 

第１３章 公告（第５６条） 

第１４章 雑則（第５７条） 

附 則 

 

目  次 

第１章   総則（第１条－第２条） 

第２章   目的及び事業（第３条－第４

条） 

第３章   会員（第５条－第１０条の

２） 

第３章の２ 代議員（第１１条－第１１条

の５） 

第４章   総会（第１２条－第１９条） 

第５章   役員等（第２０条－第３１

条） 

第６章   理事会（第３２条－第３８

条） 

第７章   職能委員会（第３９条） 

第８章   委員会（第４０条） 

第９章   事務局（第４１条） 

第１０章  支部等（第４２条） 

第１１章  資産及び会計（第４３条－第

５０条） 

第１２章  定款の変更、合併及び解散等

（第５１条－第５５条） 

第１３章  公告（第５６条） 

第１４章  雑則（第５７条） 

附 則 

 

 

 

 

 代議員制を導入するた

め新たに「第３章の２ 

代議員」を設けて、５

つの条文を追加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 附則を追加する。 



 

 

 

 

現行定款 変更案 提案説明 

第１条～第４条（条文省略） 

 

第１条～第４条（現行どおり）  

第３章 会員 

（種別） 

第５条 本会の会員は、次の２種とす

る。 

(1) 正会員 福岡県内に勤務し、又は居

住する保健師、助産師、看護師又は准

看護師であって本会の目的に賛同して

入会した者 

ただし、正会員が福岡県外に勤務

し、又は居住することにより会員資格

を失う場合で、引き続き本会の会員で

あることを希望する場合は、本人の申

請に基づき本会の会員資格を認めるこ

とができる。 

(2) 名誉会員 看護事業に顕著な功績の

あった保健師、助産師、看護師又は准

看護師であって理事会が推薦し、本人

の承諾を得て総会において承認された

者 

２ 正会員をもって、一般社団法人及び

一般財団法人に関する法律（平成１８

年法律第４８号。以下「法人法」とい

う。）に規定する社員とする。 

 

第３章 会員 

（種別） 

第５条 本会の会員は、次の２種とす

る。 

(1) 正会員 福岡県内に勤務し、又は居

住する看護職であって本会の目的に賛

同して入会した者 

ただし、正会員が福岡県外に勤務

し、又は居住することにより会員資格

を失う場合で、引き続き本会の会員で

あることを希望する場合は、本人の申

請に基づき本会の会員資格を認めるこ

とができる。 

 

(2) 名誉会員 看護事業に顕著な功績の

あった看護職（過去に看護職であった者

を含む）であって理事会が推薦し、本

人の承諾を得て総会において承認され

た者 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 「保健師、助産師、看護

師又は准看護師」を「看

護職」に改める。（定款

第3条の定義を使用） 

 

 

 

 

 

 

 定款細則第 2条第 5項

に基づき、日本看護協

会名誉会員となった本

会会員は、本会総会で

の報告をもって、名誉

会員となる。日本看護

協会名誉会員には、過

去に看護職であった者

も含まれるため（日本

看護協会名誉会員推薦

規程）、名誉会員の定義

に過去に看護職であっ

た者を含むと追記す

る。 

 

 現在は正会員一人一人

が法人法上の社員であ

るが、代議員制導入後

は、代議員以外の正会

員は社員ではなくなる

ので、社員の定義を新

たに追加する「第 3 章

の2 代議員」において

定める。 

第６条～第７条（条文省略） 

 

第６条～第７条（現行どおり）  

 

（新設） 

（正会員の権利） 

第７条の２ 正会員は、一般社団法人及び一

般財団法人に関する法律（以下「法人法」

という。）に規定された次に掲げる社員の

権利を、第３章の２に規定する代議員と

 

 代議員制導入後は、代

議員以外の正会員は社

員としての権限を失う

ため、導入後も正会員



 

 

 

 

現行定款 変更案 提案説明 

同様に本会に対し行使することができ

る。 

(1) 同法第１４条第２項の権利（定款の閲

覧等） 

(2) 同法第３２条第２項の権利（社員名簿

の閲覧等） 

(3) 同法第５７条第４項の権利（社員総会

の議事録の閲覧等） 

(4) 同法第５０条第６項の権利（社員の代

理権証明書面等の閲覧等） 

(5) 同法第５１条第４項及び第５２条第５

項の権利（議決権行使書面の閲覧等） 

(6) 同法第５８条第３項の権利（社員総会

の決議の省略に関する書面の閲覧等） 

(7) 同法第１２９条第３項の権利（計算書

類等の閲覧等） 

(8) 同法第２２９条第２項の権利（清算法

人の貸借対照表等の閲覧等） 

(9) 同法第２４６条第３項、第２５０条第

３項及び第２５６条第３項の権利（合併

契約等の閲覧等） 

 

の権利として認めるこ

とが適当なものを限定

列挙する。 

（退会） 

第８条 正会員は、所定の手続きによ

り、任意に退会することができる。 

 

（退会） 

第８条 会員は、所定の手続きにより、

任意に退会することができる。 

 

 

 名誉会員の任意による

退会を認めるため、正

会員を会員に改める。 

（除名） 

第９条 会員が次の各号の一に該当する

場合は、総会において総正会員の３分

の２以上の議決により、除名すること

ができる。この場合、その会員に対

し、総会の１週間前までに、理由を付

して除名する旨を通知し、総会におい

て、決議の前に弁明の機会を与えなけ

ればならない。 

(1) 本会の定款又は細則に違反したとき 

 

(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反

する行為をしたとき 

(3) その他の正当な事由があるとき 

 

２ 前項の規定により除名が決議された

ときは、会長は、その会員に対し、除

名した旨を通知するものとする。 

 

（除名） 

第９条 会員が次の各号の一に該当する

場合は、総会において総代議員の３分

の２以上の議決により、除名すること

ができる。この場合、その会員に対

し、総会の１週間前までに、理由を付

して除名する旨を通知し、総会におい

て、決議の前に弁明の機会を与えなけ

ればならない。 

(1) 本会の定款又は定款細則に違反した

とき 

(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反

する行為をしたとき 

(3) 前各号に準ずるその他の正当な事由

があるとき 

２ 前項の規定により除名が決議された

ときは、会長は、その会員に対し、除

名した旨を通知するものとする。 

 

 

 

 代議員制導入後は、総

会で議決権を持つ者は

正会員ではなく代議員

となるため、総正会員

を総代議員に改める。 

 

 

 細則を第 40 条と同じ

く、定款細則に改める。 

 

 

 除名は会員に重大な不

利益を被るものである

ため、第 3 号の基準を

第1号・2号に準じたも

のに改める。 

 

（会員の資格喪失） 

第 10条 前２条の場合のほか、会員は次

（会員の資格喪失） 

第10条 前２条の場合のほか、会員は次の

 

 会員の資格喪失は、正



 

 

 

 

現行定款 変更案 提案説明 

の各号の一に該当する場合には、その

資格を喪失する。 

 

(1) 第５条第1号の正会員たる資格を失

ったとき 

(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受けた

とき 

(3) 正当な理由なく、第７条第１項の会

費を前年度末までに納入しなかったと

き 

(4) 成年被後見人又は被保佐人になった

とき 

(5) 日本看護協会の会員であったもの

が、その資格を喪失したとき 

 

各号の一に該当する場合には、その資格

を喪失する。ただし、第１号及び第３号

の適用については正会員に限る。 

(1) 看護職の資格を喪失したとき 

 

(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたと

き 

(3) 正当な理由なく、第７条第１項の会費

を前年度末までに納入しなかったとき 

 

(4) 成年被後見人又は被保佐人になったと

き 

(5) 日本看護協会の会員であったものが、

その資格を喪失したとき 

 

会員と名誉会員の資格

喪失について定めてい

る。名誉会員は過去に

看護職であった者、つ

まり現在看護職の資格

がない者も含まれる。 

 

 第5条第1項に基づき、

看護職の資格を失うと

会員の資格も失うこと

から、第 1 号の表記を

改める。 

 名誉会員の資格に該当

しない第 1 号及び第 3

号は、正会員に限定す

る。 

（会員資格喪失に伴う権利及び義務） 

第 11条 会員が第８条から前条までの規

定によりその資格を喪失したときは、

本会に対する権利を失い、義務を免れ

る。ただし、未履行の義務は、これを

免れることはできない。 

２ 本会は、会員がその資格を喪失して

も、既納の会費及びその他の拠出金品

は、返還しない。 

 

（会員資格喪失に伴う権利及び義務） 

第 10条の２ 会員が第８条から前条まで

の規定によりその資格を喪失したとき

は、本会に対する権利を失い、義務を

免れる。ただし、未履行の義務は、こ

れを免れることはできない。 

２ 本会は、会員がその資格を喪失して

も、既納の会費及びその他の拠出金品

は、返還しない。 

 

 

 第３章の２を追加する

に当たり、条ズレを避

けるため、「第 11 条」

を「第10条の2」に改

める。 

 

（新設） 

 

第３章の２ 代議員 

（代議員の定数その他） 

第 11条 本会に代議員を置く。代議員は

１８０名以上２２０名以内とする。 

２ 代議員は、正会員の中から定款細則

の定めるところにより、第１０章で定

める地区支部ごとに概ねそれぞれの正

会員数に応じた割合の代議員が選出さ

れるものとする。端数の取扱いは、理

事会で定める。 

３ 第２項の代議員をもって、法人法上

の社員とする。 

４ 代議員を選出するため、正会員によ

る代議員選挙を行う。代議員選挙を行

うために必要な事項は、理事会の決議

により別に定める。 

５ 代議員選挙は、地区支部を選挙区と

して実施する。 

６ 正会員は第４項の代議員選挙に立候

補することができる。 

７ 第４項の代議員選挙において、代議

 代議員に関する規定と

して、新たに「第３章の

２ 代議員」を設ける。 

 概ね正会員 200～250

名に 1 名の代議員を選

出することとする。 

 日本看護協会代議員及

び予備代議員の選出の

ように、正会員間で不

平等が生じにくいよ

う、代議員の定数は地

区支部の会員数に比例

配分する。 

 法人法上の社員とは、

主に総会で議決権を行

使する者をいう。 

 正会員は法人法の社員

である代議員を選ぶ権

利を持つ。また、正会員

は代議員に立候補でき

る権利を持つ。 



 

 

 

 

現行定款 変更案 提案説明 

員は他の正会員と等しく代議員を選挙

する権利を有する。理事又は理事会

は、代議員を選出することができな

い。 

 

 

（新設） 

 

（代議員の選挙及び任期） 

第 11条の２ 前条第４項の代議員選挙は

１年に１度行うこととし、代議員の任

期は選出の翌年度の４月１日から２年

間とする。 

２ 代議員は再任を妨げないが、通算２

期４年を超えて在任することができな

い。 

３ 代議員選挙は、代議員の定数（２２

０名）の半数ずつを改選するものとす

る。 

４ 任期の満了により退任した代議員

は、新たに選出された代議員が就任す

るまで、なお代議員としての権利義務

を有する。 

５ 辞任により退任する代議員は、当該

辞任により第１１条１項の代議員数

（１８０名）を下回ることになった場

合には、やむを得ない事由がある場合

を除き、第１１条の３で定める補欠選

挙により新たに代議員が選出されるま

で、なお代議員としての権利義務を有

する。 

６ 代議員が総会決議の取消しの訴え、

解散の訴え、責任追及の訴え、役員の

解任の訴え（法人法第２６６条第１

項、第２６８条、第２７８条、第２８

４条）を提起している場合（法人法第

２７８条第１項に規定する訴えの提起

の請求をしている場合を含む。）には、

当該訴訟が終結するまでの間、当該代

議員は社員たる地位を失わない。ただ

し、役員の選任及び解任（法人法第６

３条及び第７０条）並びに定款変更

（法人法第１４６条）についての決議

権を有しないものとする。 

 

 

 任期の開始は、会員資

格の始期と同じにす

る。 

 

 多くの正会員が代議員

になることができるよ

う、任期の上限を通算2

期 4 年とし、連続する

ことを要件としない。

そのため、任期途中に

辞任した代議員の補欠

となる者の任期は、通

算2期3年までとなる。 

 代議員の半数が総会経

験者となることと、地

区支部の推薦業務の負

担軽減のため、半数改

選とする。 

 第11条第1項で定める

代議員の定数の下限

（180名）を下回ると、

定款に違反する状態と

なるが、総会までの残

日数によっては速やか

な補欠選挙の実施が困

難となるため、本規定

を設ける。（法人法第28

条及び第29条） 

 

（新設） 

 

（代議員の欠員） 

第 11条の３ 代議員の辞任等により、代

議員の数が定数（２２０名）を下回る

場合、次に行う代議員選挙と同時に、

補欠選挙を行うことができる。 

 

 代議員に欠員が生じた

場合に備え、補欠選挙

について定める。 

 



 

 

 

 

現行定款 変更案 提案説明 

２ 代議員の辞任等により、代議員の数

が第１１条１項に定める代議員の定数

（１８０名）を下回る場合、速やかに

補欠選挙を行わなければならない。 

３ 前項の補欠選挙は、次に行う代議員

選挙と同時に行うことができる。 

４ 補欠選挙に関し必要な事項は、理事

会の決議により別に定める。 

５ 補欠選挙により選出された代議員の

任期は、前任者の任期の満了する時ま

でとする。 

 

 

（新設） 

 

（代議員資格の喪失） 

第 11条の４ 代議員は、本会に所定の辞

任届を提出することにより、任意にい

つでも代議員を辞任することができ

る。ただし、当該辞任が第１１条の２

第５項に該当する場合、第１１条の２

第５項で定める期間において、なお代

議員としての権利義務を有する。 

２ 代議員が任期中に所属地区支部を移

動し選挙区に変更が生じた場合であっ

ても、当該任期中においては、選出さ

れた選挙区の代議員としての資格は保

持するものとする。 

３ 前項にかかわらず、代議員は第８条

から第１０条に掲げる事由により正会

員の資格を喪失したときは、代議員の

資格を失う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 代議員は法人の法律上

の社員であり、選挙区

(地区支部)の社員では

ないため、選挙区の変

更(所属施設の移動等)

は代議員の資格に影響

を与えない。 

 代議員は正会員でなけ

ればならない。 

 

 

（新設） 

 

（代議員の報酬等） 

第 11条の５ 代議員は無報酬とする。 

２ 代議員には費用を弁償することがで

きる。 

３ 前項に関し必要な事項は、定款細則

に定める。 

 

 

 日本看護協会代議員と

同様の取扱いとする。 

第４章 総会 

（構成及び議決権） 

第 12条 総会は、正会員をもって構成す

る。 

２ 総会における議決権は、正会員につ

き１個とする。 

 

（新設） 

 

 

第４章 総会 

（構成及び議決権） 

第 12条 総会は、総代議員をもって構成

する。 

２ 総会における議決権は、代議員１名

につき１個とする。 

３ 総会には代議員以外の会員も参加

し、議長の指定するところにおいて、

議題について質疑し意見を述べること

ができるものとする。 

 

 

 正会員を総代議員に改

める。 

 正会員を代議員 1 名に

改める。 

 代議員以外の会員(名

誉会員を含む)に、聴

講・意見・質問のための

参加を認める。但し、議



 

 

 

 

現行定款 変更案 提案説明 

３ 総会をもって、法人法上の社員総会

とする。 

 

４ 総会をもって、法人法上の社員総会

とする。 

 

決権は持たない。 

第 13条（条文省略） 

 

第13条（現行どおり）  

（通常総会及び臨時総会） 

第 14条 本会の総会は、通常総会及び臨

時総会の２種とする。 

２ 通常総会は、毎年１回６月に開催す

る。 

３ 臨時総会は、理事会の決議を経て、

会長が招集する。ただし、総正会員の

１０分の１以上から、総会の目的たる

事項及び招集の理由を記載した書面に

より、招集の請求があったときは、会

長は、当該請求があった日から６週間

以内の日を開催日として臨時総会を招

集しなければならない。 

４ 総会を招集するときは、総会の日

時、場所、目的及び審議事項を開催２

週間前までに本会の機関紙によって公

表し、会員に通知しなければならな

い。この機関紙は登録された住所又は

勤務場所に送付することにより、全て

の会員に送付しなければならない。 

 

（新設） 

（通常総会及び臨時総会） 

第 14条 本会の総会は、通常総会及び臨

時総会の２種とする。 

２ 通常総会は、毎年１回６月に開催す

る。 

３ 臨時総会は、理事会の決議を経て、

会長が招集する。ただし、総代議員の

１０分の１以上から、総会の目的たる

事項及び招集の理由を記載した書面に

より、招集の請求があったときは、会

長は、当該請求があった日から６週間

以内の日を開催日として臨時総会を招

集しなければならない。 

４ 総会を招集するときは、総会の日時、

場所、目的である事項（以下、「総会の日

時等」という。）を開催２週間前までに、

書面又は電磁的方法により代議員に通

知しなければならない。 

 

 

５ すべての会員に対しても、電磁的方法

又は総会前に発行する機関紙により、総

会の日時等を通知することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 総正会員を総代議員に

改める。 

 

 

 

 

 

 法人法施行令に定める

「電磁的方法」(インタ

ーネットを利用した方

法)による通知ができ

るように改める。 

 通知先を会員から代議

員に改める。 

 併せて、第12条第3項

に基づき総会に参加す

ることができる名誉会

員を含むすべての会員

にも、総会の日時等を

通知することができる

ように定める。 

 

（議長） 

第 15条 総会に議長団を置く。 

２ 議長団は３名とし、総会において、

その都度出席正会員の中から選任す

る。 

３ 議長は、議長団がこれを定める。 

 

（議長） 

第 15条 総会に議長団を置く。 

２ 議長団は３名とし、総会において、

その都度出席代議員の中から選任す

る。 

３ 議長は、議長団がこれを定める。 

 

 

 

 

 正会員を代議員に改め

る。 

（定足数） 

第 16条 総会は、総正会員の過半数の出

席をもって成立する。 

 

（定足数） 

第 16条 総会は、総代議員の過半数の出

席をもって成立する。 

 

 正会員を代議員に改め

る。 

（決議） 

第 17条 総会の決議は、この定に別段の

定めがある場合を除き、出席した正会

（決議） 

第 17条 総会の決議は、この定款に別段

の定めがある場合を除き、出席した代

 

 定を定款に改める。 

 正会員を代議員に改



 

 

 

 

現行定款 変更案 提案説明 

員の過半数をもって決する。 

 

（新設） 

 

 

２ 前項の規定にかかわらず、次の事項

は総正会員の３分の２以上の議決を必

要とする。 

(1) 会員の除名 

(2) 監事の解任 

(3) 定款の変更 

(4) 合併又は事業の全部譲渡 

(5) 解散 

(6) 長期借入金及び重要な財産の処分又は

譲受け 

(7) その他法令で定められた事項 

 

議員の過半数をもって決し、可否同数

のときは議長の決するところによる。 

２ 前項前段の場合において、議長は代

議員として決議に加わることができな

い。ただし、出席数からは除かない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、次の事

項は総代議員の３分の２以上の議決を

必要とする。 

(1) 会員の除名 

(2) 監事の解任 

(3) 定款の変更 

(4) 合併又は事業の全部譲渡 

(5) 解散 

(6) 長期借入金及び重要な財産の処分又は

譲受け 

(7) その他法令で定められた事項 

 

め、可否同数のときの

採決権限者を当該議案

の議長とする。 

 代議員の議決権は１名

につき１個であるた

め、議長の議決権も１

個である。前項におい

て、議長は可否同数の

採決権限を持つため、

決議に加わらない。 

 第 2 項を新設したた

め、前項を第 1 項に改

める。 

 正会員を代議員に改め

る。 

（書面による表決等） 

第 18条 総会に出席できない正会員は、

あらかじめ通知された事項について書

面をもって表決し、又は他の正会員を

代理人として表決を委任することがで

きる。 

２ 前項の規定により書面で表決した者

又は表決を委任した者は、前２条の規

定の適用については、総会に出席した

ものとみなす。 

 

（書面による表決等） 

第 18条 総会に出席できない代議員は、

あらかじめ通知された事項について書

面をもって表決し、又は他の代議員を

代理人として表決を委任することがで

きる。 

２ 前項の規定により書面で表決した者

又は表決を委任した者は、前２条の規

定の適用については、総会に出席した

ものとみなす。 

 

 

 正会員を代議員に改め

る。 

（議事録） 

第 19条 総会の議事録は、法令で定める

ところにより、書面又は電磁的記録を

もって作成し、保存する。 

２ 議事録には議長及びその総会におい

て選任された議事録署名人２名以上

が、署名又は記名押印しなければなら

ない。 

（議事録） 

第 19条 総会の議事録は、法令で定める

ところにより、書面又は電磁的記録を

もって作成し、保存する。 

２ 議事録には議長及びその総会におい

て選任された議事録署名人２名以上

が、署名又は記名押印（電子署名を含

む。以下、同じ）をしなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 第 1 項の電磁的記録

(電子文書)には、紙書

類と異なり、直接サイ

ン・押印を行うことが

できないため、署名又

は記名押印に電子署名

を含める。 

 

第20条～第27条（条文省略） 第20条～第27条（現行どおり） 

 

 

（解任） 

第 28 条 理事及び監事は、総会の決議に

よって、解任することができる。ただし、

監事を解任する場合は、総正会員の３分

の２以上の決議をもって行わなければ

（解任） 

第 28 条 理事及び監事は、総会の決議に

よって、解任することができる。ただし、

監事を解任する場合は、総代議員の３分

の２以上の決議をもって行わなければ

 

 

 

 正会員を代議員に改め

る。 



 

 

 

 

現行定款 変更案 提案説明 

ならない。 

 

ならない。 

第 29条（条文省略） 第29条（現行どおり）  

 

（役員の責任免除） 

第 30条 理事又は監事は、その任務を怠

ったときは、本会に対し、これによっ

て生じた損害を賠償する責任を負い、

法人法第１１２条の規定より、この責

任は、すべての正会員の同意がなけれ

ば、免除することができない。 

２ 前項の規定にかかわらず、当該理事

又は監事が善意で重大な過失がない場

合には、本会は、同法第１１４条第１

項の規定により、任務を怠ったことに

よる理事又は監事（理事又は監事であ

った者を含む。）の損害賠償責任を法令

の限度において理事会の決議によって

免除することができる。 

３ 本会は、外部役員との間で、法人法第

１１１条第１項の賠償責任について、法

令で定める要件に該当する場合には、

賠償責任を限定する契約を締結するこ

とができる。ただし、当該契約に基づ

く賠償責任の限度額は、法令で定める

最低責任限度額とする。 

 

（役員の責任免除） 

第 30条 理事又は監事は、その任務を怠

ったときは、本会に対し、これによっ

て生じた損害を賠償する責任を負い、

法人法第１１２条の規定より、この責

任は、総代議員の同意がなければ、免

除することができない。 

２ 前項の規定にかかわらず、当該理事

又は監事が善意で重大な過失がない場

合には、本会は、同法第１１４条第１

項の規定により、任務を怠ったことに

よる理事又は監事（理事又は監事であ

った者を含む。）の損害賠償責任を法令

の限度において理事会の決議によって

免除することができる。 

３ 本会は、外部役員との間で、法人法第

１１１条第１項の賠償責任について、法

令で定める要件に該当する場合には、

賠償責任を限定する契約を締結するこ

とができる。ただし、当該契約に基づ

く賠償責任の限度額は、法令で定める

最低責任限度額とする。 

 

 

 

 

 

 

 すべての正会員を総代

議員に改める。 

第 31条～第 34条（条文省略） 

 

第31条～第34条（現行どおり）  

（招集等） 

第 35条 理事会は、この定款に別段の定

めがある場合を除き、会長が招集す

る。ただし、会長に事故あるときは、

あらかじめ理事会において定めた順序

による理事が招集する。 

２ 理事会を招集する者は、会議の日

時、場所、目的及び審議事項を記載し

た書面をもって、各理事及び各監事に

対して１週間前までにその通知を発し

なければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、理事及び

監事の全員の同意があるときは、招集

の手続きを経ることなく理事会を開催

することができる。 

４ 理事会の議長は、会長がこれに当た

る。 

（招集等） 

第 35条 理事会は、この定款に別段の定

めがある場合を除き、会長が招集す

る。ただし、会長に事故あるときは、

あらかじめ理事会において定めた順序

による理事が招集する。 

２ 理事会を招集する者は、理事会の日の1

週間前までに、各理事及び各監事に対し

て、書面又は電磁的方法により、理事会の

日時、場所、目的及び審議事項を記載した

招集通知を発しなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、理事及び

監事の全員の同意があるときは、招集

の手続きを経ることなく理事会を開催

することができる。 

４ 理事会の議長は、会長がこれに当た

る。 

 

 

 

 

 

 

 招集通知の発信方法を

定めると共に、理事会

の招集手続についての

規定（法人法第94条第

1項）にあわせた条文に

改める。 

 

第 36条～第 48条（条文省略） 第36条～第48条（現行どおり）  



 

 

 

 

現行定款 変更案 提案説明 

（長期借入金及び重要な財産の処分又は

譲り受け） 

第 49条 本会が資金の借り入れをしよう

とするときは、その事業年度の収入を

もって償還する短期借入金を除き、総

会において、総正会員の３分の２以上

の決議を経なければならない。 

２ 本会が重要な財産の処分又は譲受け

を行う場合も、前項と同様の決議を経

なければならない。 

 

（長期借入金及び重要な財産の処分又は

譲り受け） 

第 49条 本会が資金の借り入れをしよう

とするときは、その事業年度の収入を

もって償還する短期借入金を除き、総

会において、総代議員の３分の２以上

の決議を経なければならない。 

２ 本会が重要な財産の処分又は譲受け

を行う場合も、前項と同様の決議を経

なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 正会員を代議員に改め

る。 

第 50条（条文省略） 

 

第50条（現行どおり）  

第１２章 定款の変更、合併及び

解散等 

（定款の変更） 

第 51条 この定款は、総会において、総

正会員の３分の２以上の決議により変

更することができる。 

２ 認定法第１１条第１項各号に掲げる

事項に係る変更（軽微なものを除く。）

をしようとするときは、その事項の変

更につき、福岡県知事の認定を受けな

ければならない。 

３ 前項以外の変更を行った場合は、遅

滞なく福岡県知事に届け出なければな

らない。 

 

第１２章 定款の変更、合併及び

解散等 

（定款の変更） 

第 51条 この定款は、総会において、総

代議員の３分の２以上の決議により変

更することができる。 

２ 認定法第１１条第１項各号に掲げる

事項に係る変更（軽微なものを除く。）

をしようとするときは、その事項の変

更につき、福岡県知事の認定を受けな

ければならない。 

３ 前項以外の変更を行った場合は、遅

滞なく福岡県知事に届け出なければな

らない。 

 

 

 

 

 

 正会員を代議員に改め

る。 

（合併等） 

第 52条 本会は、総会において総正会員

の３分の２以上の決議により、他の法

人との合併又は事業の全部譲渡を行う

ことができる。 

 

（合併等） 

第 52条 本会は、総会において総代議員

の３分の２以上の決議により、他の法

人との合併又は事業の全部譲渡を行う

ことができる。 

 

 

 正会員を代議員に改め

る。 

（解散) 

第 53条 本会は、総会における総正会員

の３分の２以上の決議その他法令で定

められた事由により、解散する。 

 

（解散) 

第 53条 本会は、総会において総代議員

の３分の２以上の決議その他法令で定

められた事由により、解散する。 

 

 

 正会員を代議員に改め

る。 

第 54条～第 57条及び設立登記の日を施

行日とする附則（条文省略） 

 

第 54条～第 57条及び設立登記の日を施

行日とする附則（現行どおり） 

 

  附 則 

１ この改正定款は、総会の承認を得た

日から施行する。 

  （平成２４年６月２３日） 

  附 則 

 附 則（平成２４年６月２３日） 

１ この改正定款は、総会の承認を得た

日から施行する。 

 

 附 則（平成２６年６月２１日） 

 

 附則の施行日の表記場

所を改める。 



 

 

 

 

現行定款 変更案 提案説明 

１ この改正定款は、総会の承認を得た

日から施行する。 

  （平成２６年６月２１日） 

  附 則 

１ この改正定款は、総会の承認を得た

日から施行する。 

  （平成２８年６月１８日） 

  附 則 

１ この改正定款は、総会の承認を得た

日から施行する。 

  （平成３０年６月３０日） 

 

１ この改正定款は、総会の承認を得た

日から施行する。 

 

 附 則（平成２８年６月１８日） 

１ この改正定款は、総会の承認を得た

日から施行する。 

   

 附 則（平成３０年６月３０日） 

１ この改正定款は、総会の承認を得た

日から施行する。 

   

 

（新設） 

附 則（令和４年６月２３日） 

（施行期日） 

第１条 この改正定款は、総会の承認を得

た日の翌日から施行する。ただし、次の

各号に掲げる規定は、当該各号に定める

日から施行する。 

一 代議員制の選挙を定める規定（第11

条第1項及び第2項、第4項から第7

項、第11条の2第1項、第11条の4

第2項及び第3項） 最初の代議員選

挙を行う年に開催される通常総会の日

の翌日 

ニ 代議員制にかかる規定（第5条第2

項の削除、第7条の2、第9条（ただ

し第9条第1項第3号に限り、本条柱

書のとおり施行）、第11条第3項、第

11条の2第2項から第6項、第11条

の3、第11条の4第1項、第11条の

5、第12条、第14条第3項から第5

項、第15条第2項、第16条、第17

条、第18条、第28条、第30条、第

49条第1項、第51条第1項、第52

条、第53条） 最初の代議員選挙で

選出された代議員の任期が開始する日 

 

（最初の代議員選挙） 

第２条 最初の代議員選挙は令和5年度中

に実施し、当該代議員選挙においては、

第11条第1項に定める代議員数（２２

０名）を選出する。 

２ 前項の代議員選挙で選出された代議員

のうち半数の者の1期目の任期は、令和

6年4月1日から1年間とする。 

３ 前項の1期目の任期が1年間となる代

議員については、最初の代議員選挙にて

 

 

附則において、本変更にお

いて改正される各条文の施

行時期を定める。 

 代議員の定数、地区支

部ごとの代議員の配

分、代議員選挙、選挙

区、代議員への立候

補、代議員選挙の実

施、辞任を除く代議員

資格の喪失、代議員の

報酬等については、代

議員選挙実施の年の通

常総会の翌日から施行

する。（附則第１条第

一号） 

 附則第１条第一号以外

の代議員制に関する規

定は、任期が開始した

代議員に関係している

ため、最初の代議員の

任期開始日から施行す

る。（附則第1条第二

号） 

 代議員制の導入に直接

影響のない改正 (看護

職表記へ変更、名誉会

員の任意退会の定め、

会員資格の喪失規定を

正会員に限定、第10

条の枝番処理、議事録

の電子署名、理事会の

招集方法)は、令和4

年6月22日総会の翌



 

 

 

 

現行定款 変更案 提案説明 

定める。 

 

（法人法上の社員） 

第３条 最初の代議員の任期が開始するま

での間、すべての正会員は、法人法上の

社員としての地位を有する。 

２ 最初の代議員の任期が開始する日、す

べての正会員は、法人法上の社員として

の地位を失い、代議員が法人法上の社員

としての地位を取得する。 

 

（経過措置） 

第４条 最初の代議員の任期が開始するま

での間、最初の代議員選挙で代議員とし

て選出された者は、本会に所定の届出を

行うことにより、代議員を辞退すること

ができる。 

２ 前項の場合、最初の代議員の任期が開

始するまでの間に限り、当該選挙区で獲

得投票数が最も多い落選候補者を代議員

として選出する。 

３ 前各項の規定は、前項の規定により選

出された落選候補者が代議員を辞退した

場合について準用する。 

 

日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 最初の代議員が任期開

始前に辞退し欠員とな

った時に備え、次点候

補者をもって代議員に

選任できることを定め

る。 

 

 

 

 


